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第 70 号 

 
 ホクネットは、国会に提出された特定商
取引法と預託法改正法案にある契約書面
について電子メールなどの交付で済ませ
ることを可能にする点に反対する意見書
を内閣府などに提出しました。 
 反対理由は①十分な議論がなされてい
ない②メールなどによる契約書交付が可
能になれば、消費者はスマートフォンの小
さな画面でスクロールしながら膨大な情

報を読み進めることになり、紙に印刷され
た書面より内容の把握が難しくなる。活字
の大きさも確保できず、さまざまなデータ
の中に埋没する怖れがある③消費者の承

諾を条件にしているが、冷静で適切な判断
を期待できない場面も想定される④家族
や介護者による被害の発覚が困難になる
－などです。 
 この問題では、日本弁護士連合会など 50
を超える団体などが反対意見を示してい
ます。 
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 消費生活協力員の養成講座を道内 4会場で開催   
 消費生活トラブル事例集を発行、ポイント動画も  
社会的インパクト評価報告書を作成  

 契約書の電子メールでの交付に反対する意見書を提出  
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係者が連携して見守る「消費者安全確保地域協議会」を設置できることになりました。道
内には 14 の協議会があります。 

自治体が地域の協力員・協力団体を委嘱します。協議会の大きな特徴は、地域の被害者
などの個人情報を共有することができることです。 

この日は、松久三四彦ホクネット理事長（北海学園大学教授）が「この講座が安心できる
社会をつくる基盤になればうれしい」とあいさつ。佐藤弘直理事（札幌大谷大学准教授）が
「今の社会は対面販売よりネットでの買い物が増えている。消費者契約法では、事業者が
うそに近い表現をし、消費者の権利が侵害されると契約が無効になる」と、具体的な勧誘
例を説明しました。 

道の鶴ケ崎徹くらし安全局消費者安全課長は「住民の個人情報を消費者センターに伝え
るのは怖いという気持ちはわかるが、消費者被害の中には重大で急を要する場合がある。
せっかく見守りをしている民生委員らが、迷わずに連絡相談できるようにするのがこの制
度」と活用を訴えました。 

第 2 部として、元道立消費生活センター主任相談員の坂井千映さんが「ポイントはここ！
事例で学ぶ見守り活動」と題して、いつもと様子が違うと感じたら、いきなり質問攻めに
しないで、まずはさりげない声かけをするなどのコツを伝授。消費者庁の「見守りガイド
ブック」の事例や実際にあったケースを紹介しました。これを受けて、各会場で気づきや
声かけの仕方について、話し合いました。 

受講後のアンケートでは、8 割が講義レベルを「適切だった」と答えました。 
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ホクネットは、3月 18日、札幌市北 4条
西 12 丁目、ほくろうビルの 4 階から 3 階

寄付金合計額 
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契約書の電子交付反対 

意見書を国に提出 

ホクネットは 2 月 24 日、消費生活協力員と消
費生活協力団体の養成講座を道内 4 会場で開き
ました。札幌を主会場に旭川、北見、釧路をオン
ライン（ズーム）で結び、協力員活動のポイント
を講演や事例を通して学びました。 

本事業は消費者庁の委託事業として初めて実
施。包括支援センター、生命保険会社、自治体、
宅配業者、葬祭業者、民生委員ら計 97 人が受講
し、修了証書を受け取りました。 

2014 年の消費者安全法の改正で、高齢や障が
い、認知症などによって判断力が不十分になっ
た人の被害を防ぐため、地方自治体と地域の関

 

個人情報の共有可能に

道内 4会場結び開講 

  事務所が 3 階に移転                  

道内 4会場で開講 

 

定時総会は 6月 16日 

 2021年（令和 3年）度のホクネット定
時総会は 6 月 16 日（水）午後 1 時から
開催します。コロナ感染防止対策として
オンライン（Zoom）で行い、表決は主と

して、事前に会員に書面で求める予定で
す。 

（理事・事務局長 大嶋明子） 

に引っ越しました。電話番号は変わりま
せん。従来より広く、使いやすくなり、

コロナの感染対策にもよりますが、6～7
人までの少人数の打ち合わせは、事務所
でできるようになりました。ぜひ、一度、
新事務所にお立ち寄りください。 
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 ユーチューブの動画で、ポイント
解説をする原琢磨理事（弁護士） 
 

３ ２ 

 
 ホクネットは、「最近の消費生活トラブ
ル事例集」を発行しました。ポイント解説
の動画も作成しました。 
 事例集は 2019年 2月の「消費生活相談
窓口のための差止事例集」、2020年 2月の

「改正民法解説」に続く冊子づくり第3弾
です。いずれも、道の消費者行政推進強化
事業として実施されました。 
 今回は道尻豊副理事長（弁護士）が編集
リーダーとなり、昨年 9 月から編集作業
を開始。ホクネットで活動する弁護士や
消費生活相談員 7人が執筆しました。 
 扱った事例は、訪問販売による布団の
強引な勧誘、お試しのつもりが定期購入
に、カギ開け・交換、占いサイト、ネット
ビジネスの情報商材など 13項目です。い

ずれも①事例②問題と関係する法律③事
例の検討④相談現場へのアドバイスにつ
いて、わかりやすく説明しています。この
中には執筆者自身がかかわった事例も多
数含まれており、実例に則した対処法を
示しています。 
消費者契約法や特定商取引法だけでな

く、道消費生活条例 16 条 1 項に基づく
「不当な取引方法」の規定についても取
り上げました。この「不当な取引行為」と
して同条例施行規則に定められている禁

止行為は、消費者の損害を賠償すべき民
事責任を論じる根拠にもなり得ると考え
られます。 
たとえば、インターネットの占いサイ

トの事例は、登録は無料で、サイトからメ
ール受信も無料ですが、登録者が送信（返
信）すると、有料になる仕組み。年齢、性
別、結婚の有無などの情報を登録すると、
サイトから「吉兆」を知らせるメールが多
数届き、それに返信しているうちに、支払
いが 3 カ月で 100 万円を超えた例です。

実際には占い（鑑定）をしておらず、消費
者契約法や民法を根拠に主張し、全額返
済を求めることができると考えられま

ホクネットは、道内唯一の適格消費者
団体として認定を受けてから 10 周年を
機に、適正に活動しているかどうかを

「社会的インパクト評価報告書」にまと
めました。 
 町村泰貴理事（成城大学教授）と武野
伸二理事（北海道消費者協会専務理事）、
大嶋明子理事（事務局長）の 3人が、北
海道 NPO ファンドの協力を得て、2 年が
かりで作成しました。 
 報告書は団体の概要と沿革、申し入れ
活動の軌跡、会員の意識調査、申し入れ
の対象になった事業者と行政へのイン
タビュー、今後の課題と展望からなりま

す。 
 ホクネットの申し入れ活動は、NPO 法
人格を取得した 2008年から始まり、2010
年 2月に適格消費者団体となって、本格
化しました。消費者庁に通知・報告した
延べ 69業者、302件（2019年末現在）の
うち、廃業や事業停止、協議不調、継続
案件などを除く 40業者、235件について
分析しました。 
 申し入れから取り扱い終了までの所
要日数は平均 693 日、およそ 1 年 11 カ

月でした。差し止め請求訴訟に至ったの
は 4 件あり、申し入れから平均 1107 日
かかっていました。訴訟に至ることで、
全事案平均の 1.6倍を要していました。 
 申し入れの達成度を 5段階で評価する
と、全面達成（A）が 55％と半数を超え、
ほぼ全面達成（B＋）と、主要部分は達成
（B）まで加えると、87％と 9割近くにな
ったのは、大きな成果と言えるでしょ
う。 
 申し入れの対象となった事業者への

インタビューでは、「当社への申し入れ
は、重要性という観点で妥当なのか疑問

 

 

  
 

す。道消費生活条例の「不当な取引行為」
にも該当するおそれがあります。 
 松久三四彦理事長（北海学園大学教授）
は「インターネット取引を利用した定期

購入や投資に関する情報商材などの取引
に代表されるように、消費者の誤解を招
く表示や不実告知によって、消費者を誤
認させて不当な利益を得ようとする悪質
業者が後を絶ちません」と、事例集の活
用を呼びかけています。 
 事例集は 3月に 300部作成され、道内
179 市町村の消費生活相談窓口や全国の
適格消費者団体などに配布されました。 
 動画の作成事業は消費者庁の助成を受
けました。事例集で取り上げた 13のテー

マについて、それぞれ 15分ずつ執筆者に

ユーチューブでポイントの説明をしても
らい、道内の消費者行政相談窓口と消費
者センターに限定公開しました。 

がある」「申し入れから訴訟まで書面のみ
で、せめて面談の機会がほしかった。世
間一般に知名度がない NPO 法人が申し入

れをしてきても、すぐに対応はできない」
などの答えがありました。 
 札幌市と道へのインタビューでは、ホ
クネットとの良好な関係が示されました
が、役割分担はなお模索中のところがあ
り、活動の基盤を支えていく方策も不透
明でした。 
 町村理事は「申し入れ活動は書面のや
りとりで済ませるのではなく、必要に応
じて、面談を申し入れる手法もあってよ
い。今後、活動の広報や財政基盤の整備

などの課題に取り組むとともに、差し止
め業務の進め方についても再検討の材料
にしたい」と記しました。 
大嶋理事は「適格消費者団体は『良い

ことをしている』というだけで、見方が
狭くなりがち。この報告書で、自分たち
の立ち位置を知ることができた」と語り
ます。 
A4 判 33 ページ。ホクネットのホーム

ページで公開するほか、5月ごろ全会員 
に配布します。 

 
に配布適格消費者団体にも送ります。 
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20%

12%
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10%

申入れ達成度
A（全面達成）

B＋（ほぼ達成）

B（主要部分は達

成）

B－（主要部分の

一部未達成）

C（未達成）

こ

消費生活トラブル事例集発行 
ポイント解説の動画も  

申し入れで大きな成果 
10年機に

報告書 

道尻豊副理事長の話 近時の消費者ト
ラブルは、「定期購入」「占いサイト」のよ
うに法律的に処理が難しい事例も次々と
発生しています。今回の事例集では、でき
る限り分かりやすく実践的な内容にする
ことを心がけたつもりですが、いかがで
しょうか。今後もできましたら同様の企

画を続けていきたいと考えていますの
で、皆様の感想や要望などを是非ホクネ
ットにお寄せください。 


